
船舶事故調査報告書 

平成２９年１１月１５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年１月１８日 ０９時１１分ごろ 

発生場所 徳島県徳島小松島港北東方沖 

 和田ノ鼻灯台から真方位０８７°１０.４海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°０１.１′ 東経１３４°５０.６′） 

事故の概要  貨物船YUTAKA
ユ タ カ

は、北西進中、また、漁船徳
とく

栄
えい

丸は、底引き網による

えい
．．

網中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成２９年１月２０日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 YUTAKA（大韓民国籍）、１,５１７トン 

   ８９０４７９５（ＩＭＯ番号）、YU JIN SHIPPING CO.,LTD 

Ｂ 漁船 徳栄丸、９.７トン 

   ＴＯ２－２７００（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（大韓民国籍）、免状不詳 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 右舷中央部外板に破口等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 １、視界 良好 

海象：うねり 波高約１.０ｍ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか９人（大韓民国籍３人、インドネシア共和国籍

１人、ミャンマー連邦共和国籍５人）が乗り組み、紀伊水道を北西進

していた。 

操船に当たっていた船長Ａは、約２Ｍ先まで前路に支障となる船舶

を認めなかったので、１０～１５分の間であればＡ船に接近する他船

はいないものと思い、甲板員と共に書類の片付けを始めた。 

Ａ船は、船長Ａが書類の片付けに時間を要していたところ、Ｂ船と

衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか乗組員１人が乗り組み、トロールによる漁ろう

に従事していることを示す形象物を表示し、底びき網漁によるえい
．．

網

中、船長Ｂが、Ｂ船の漁獲量が多かったので、Ｂ船の船首方で操業す

る僚船の状況が気になって見ていたところ、突然衝撃を感じた。 

分析  Ａ船は、船長Ａが、甲板員と共に書類を片付けていて周囲の見張り

を行っていなかったことから、Ｂ船に気付かず、Ｂ船と衝突したもの

と考えられる。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、Ｂ船の船首方で操業する僚船に意識を向け、周



囲の見張りを適切に行っていなかったことから、Ａ船に気付かず、Ａ

船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が北西進中、Ｂ船が底引き網によるえい
．．

網中、船長

Ａが見張りを行っておらず、また、船長Ｂが見張りを適切に行ってい

なかったため、両船が衝突したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。  


